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仙台地方裁判所委員会（第１７回）議事概要

１ 開催日時

平成２１年１１月１３日（金）午後１時３０分～午後３時３０分

２ 開催場所

仙台地方裁判所第５会議室

３ 出席者

（委 員） 卯木 誠，氏家 悟，遠藤浩一，大渕憲一，桂川 実，

官澤里美，熊谷睦子，今野 薫，福士博公，福冨哲也，

本田紀子，三輪和雄，三浦絢子，武藤伸子

（５０音順，敬称略）

（説 明 者） 久保田事務局長，長嶺刑事首席書記官，佐々木事務局次長，

川井刑事次席書記官，小林裁判員調整官，渡邉刑事部主任書記官

（庶 務） 小野総務課長，後藤総務課課長補佐，冨田総務課庶務係長

４ 議事等（●委員長，○委員，□説明者）

（１） 委員長の選任

地方裁判所委員会規則６条１項に基づき，互選により三輪和雄委員が委員長に選任

された。

委員長は，同条３項に基づき，卯木誠委員を委員長代理に指名した。

（２） 裁判員制度の運用状況について

□ 仙台地裁における第１号事件の概要説明

裁判員裁判で使用する各室の見学及び説明（３）

□ 裁判員候補者待合室，質問手続室，評議室，１０２号法廷（裁判員法廷）の

順に見学し，手続の流れに沿って説明した。

（４） 意見交換

○ 説明の中にあった「呼出」や「出頭」という言葉は，どうしても悪いことをし

て呼ばれたという印象があるので，他の言葉に置き換えることはできないか。

● どちらも法律上の用語であり，例えば，要件を満たした「呼出」でなければ，

その効力が発生しないという場合もあるので，どちらの言葉も使わざるを得な

い。

○ 候補者に送る書面には，タイトルを「裁判員等選任手続期日のお知らせ（呼出

状）」として「お知らせ」という言葉を前面に出している。また，本文でも「出

頭」という言葉は使わずに「お越しください」と記載している。候補者への口頭
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での説明の際も「呼出」や「出頭」という言葉は使わずに「出席いただいた」な

どと丁寧に説明している。

○ 裁判員選任手続においては，検察官や弁護人が裁判員に選任しないよう請求で

きるとのことだが，裁判員に選ばれなかった人に対して，選ばれなかった理由を

伝えているのか（指名か，くじか。）。また，検察官や弁護人が裁判員に選任し

ない人を指名するのはどういう場合か。

□ 選ばれなかった理由については，候補者の心情に配慮して伝えていない。な

お，辞退を希望して認められた人に対しては，依然としてその年の候補者名簿に

載ったままになることから，その旨を書いたメモを渡している。

○ 個人的には不選任の理由を伝えた方がよいと思う。

○ 検察官の立場から言えば，どういう場合に理由を示さない不選任請求をするか

はケースバイケースだが，いかにも偏見を持っていそうな人や，公平な判断がで

きなさそうな人という感触を得た場合だと思う。

○ 弁護人の立場でも同様である。

○ 外見からは分からない精神疾患等の個人的な事情についてはどのように把握す

るのか。

● 候補者名簿に載ったことを通知する際の「調査票」や，各事件ごとの期日通知

の際の「質問票」に，その具体的事情と辞退希望の旨を記載してもらえば，あら

かじめ裁判所が辞退を認めるかどうかを判断することになる。

● 裁判所では，候補者の方の負担を軽くするために，何人の候補者を選んだらよ

いか頭を悩ませているところである。仙台地裁における最初の裁判員裁判では，

候補者の出席率が高かったが，それをどのように分析したらよいか。

○ マスコミが強調し過ぎとの議論もあるが，不出頭に対する罰則があるからだと

思う。

● 裁判所としては，不出頭の場合の罰則については強調していない。あくまで法

律上の義務ですから出席してくださいといったレベルで広報を行っている。

○ 調査票の段階で，やる気の濃淡を把握できるようにすればよいと思う。せっか

くやる気で来たのに初日の昼で終了というのもかわいそうだ。そのあたりも，見

直しの際，議論すればよいと思う。

● 現在は，やる気の有無にかかわらず参加してもらい，様々な意見を取り入れる

という制度になっている。

○ 今後，裁判員裁判で審理される事件が増えるにつれて，注目度も下がり，不出

頭を放置しておけば出席率も下がってくると思われる。出席率維持のためには，

欠席者に対して追跡調査を行い，欠席の理由等を把握しておくべきだと思う。

● 裁判員裁判の円滑な実施のために，法曹三者が工夫している点，これまでの取

組等について伺いたい。
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○ 裁判所では，審理の合間にできるだけ多く休憩を取って，その都度，手続の内

容や必要な情報を分かりやすい言葉で説明している。

○ 検察庁では，５年前に法務総合研修所に模擬法廷を作り，裁判員等に対してで

きるだけ分かりやすい説明をするための実践的な研修を行ってきた。ただし，今

回の仙台地検の公判担当検事２人はその研修を受けていないので，多くの幹部職

員等の前で練習させた。

なお，仙台地裁における最初の裁判員裁判では，裁判員の心理的負担を軽減す

るため，いきなりカラーの遺体写真を見せるのではなく，別に作った白黒版のも

のを先に見てもらう配慮を行った。

○ 弁護士会では，個人での対応である上に，他の事件を抱えながらの準備なので

大変である。それでも，できるだけ分かりやすい尋問や弁論を行うために，模擬

裁判に参加したり研修会を実施したりした。経験の浅い弁護士等を支援するため

のシステムも用意している。

□ 裁判員等の守秘義務及び来年の裁判員候補者名簿記載通知の発送について説明

○ 裁判員等を経験した一般市民に大きな負担を与えすぎることになるので，裁判

員等の守秘義務をなくそうという議論がある。裁判員制度に参加した一般市民の

反応を伝える手段は新聞などマスコミの役目なので，記者会見での裁判員等の発

言にはおうように対応してほしい。

● 裁判所としても，裁判員経験者から，裁判員とはどういうものかということを

記者会見で積極的に発言してもらうことは大事なことだと思っている。また，そ

れを報道していただくこともありがたいことだと思っている。ただし，評議で自

由に議論できなくなってしまうので，評議での秘密などは守っていただきたいと

考えている。

５ 次回期日等

(1) 次回期日 平成２２年６月９日（水）午後１時３０分

(2) 場 所 第５会議室（５階）

(3) テ ー マ 未定


